
（第17704号）東 京 都 公 報令和4年11月21日（月曜日）

�

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

告

示

○
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す

る
た
め
の
法
律
に
よ
る
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定

…
…（
福
祉
保
健
局
障
害
者
施
策
推
進
部
精
神
保
健
医
療
課
）…
�

○
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す

る
た
め
の
法
律
に
よ
る
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
変
更

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
�

○
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す

る
た
め
の
法
律
に
よ
る
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
辞
退
、

休
止
及
び
廃
止
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
�

○
都
道
の
区
域
変
更
…
…
…
…（
建
設
局
道
路
管
理
部
路
政
課
）…
�

○
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
建
設
局
河
川
部
指
導
調
整
課
）…
�

公

告

○
東
京
都
功
労
者
表
彰
…
…
…
…
…（
総
務
局
統
計
部
調
整
課
）…
��

○
令
和
４
年
度
消
防
設
備
士
講
習
（
追
加
）
の
実
施
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
東
京
消
防
庁
）…
��

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
千
四
百
九
十
五
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め

の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
自
立
支
援
医
療

機
関
を
指
定
し
た
の
で
、
法
第
六
十
九
条
及
び
指
定
自
立
支
援
医
療

機
関
の
指
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
八
年
東
京
都
規
則
第
三
十

三
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
十
一
月
二
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子
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◉
東
京
都
告
示
第
千
四
百
九
十
六
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め

の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
六
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
法
第
六

十
九
条
及
び
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定
等
に
関
す
る
規
則

（
平
成
十
八
年
東
京
都
規
則
第
三
十
三
号
）
第
五
条
第
二
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
十
一
月
二
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



（第17704号）東 京 都 公 報令和4年11月21日（月曜日）５
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◉
東
京
都
告
示
第
千
四
百
九
十
七
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め

の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
辞
退
及
び
障
害
者
の
日

常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
規

則
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
十
九
号
）
第
六
十
三
条
の
規
定

に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
法
第
六
十
九
条
並
び
に
指
定
自
立
支

援
医
療
機
関
の
指
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
八
年
東
京
都
規
則

第
三
十
三
号
）
第
五
条
第
二
項
及
び
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
十
一
月
二
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子
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◉
東
京
都
告
示
第
千
四
百
九
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
十
一
月
二
十
一
日
か
ら
起
算
し
て

二
週
間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。

令
和
四
年
十
一
月
二
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

外
濠
環
状

二

変
更
の
区
間

港
区
新
橋
四
丁
目
二
番
十
地
先
か
ら
同
区
東
新

橋
一
丁
目
五
番
五
地
先
ま
で

三

変
更
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り
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◉
東
京
都
告
示
第
千
四
百
九
十
九
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四

十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
急

傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
、
昭
和
五
十
七
年
東
京
都
告
示
第
三
百
五

十
七
号
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
区
域
に
追
加
し
、
次
の
と
お
り
指
定
す

る
。こ

の
関
係
図
書
は
、
令
和
四
年
十
一
月
二
十
一
日
か
ら
起
算
し
て

二
週
間
東
京
都
建
設
局
河
川
部
及
び
東
京
都
大
島
支
庁
に
お
い
て
一

般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
十
一
月
二
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

区
域
の
名
称

神
津
島
村
七
軒
町
地
区
（
２
）

二

区
域
の
範
囲

次
に
掲
げ
る
土
地
に
存
す
る
標
柱
十
三
号
か
ら
標
柱
十
七
号
ま

で
及
び
標
柱
三
号
を
順
次
結
ん
だ
線
並
び
に
昭
和
五
十
七
年
東
京

都
告
示
第
三
百
五
十
七
号
で
指
定
し
た
土
地
の
境
界
線
に
沿
っ
て

結
ん
だ
線
並
び
に
標
柱
十
八
号
か
ら
標
柱
二
十
四
号
ま
で
及
び
標

柱
九
号
を
順
次
結
ん
だ
線
並
び
に
昭
和
五
十
七
年
東
京
都
告
示
第

三
百
五
十
七
号
で
指
定
し
た
土
地
の
境
界
線
に
沿
っ
て
結
ん
だ
線

に
囲
ま
れ
た
土
地
の
区
域
（
別
図
の
と
お
り
）

神
津
島
村
滝
川

二
二
三
番

十
三
号

一
九
三
番
一

二
十
号

一
八
七
番

二
十
一
号
及
び
二
十
二
号

一
八
六
番

二
十
三
号

一
八
三
番

二
十
四
号

同
村二

〇
九
番
一

十
四
号

二
一
一
番
一

十
五
号

二
一
三
番

十
六
号

二
一
五
番

十
七
号

二
二
五
番

十
八
号

二
二
九
番
地
先
道
路
敷

十
九
号
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公

告

東
京
都
功
労
者
表
彰
に
つ
い
て

東
京
都
表
彰
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
東
京
都
規
則
第
百
七
十
四

号
）
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
四
年
十
一
月
二
十
一
日
表
彰

さ
れ
た
方
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
四
年
十
一
月
二
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

氏

名

住
所
地

（
統
計
功
労
者
）

次
の
方
々
は
、
統
計
調
査
の
実
施
に
精
励
さ
れ
特
に
優
れ
た
業
績

を
あ
げ
ら
れ
ま
し
た
。

山
森

清
子

千
代
田
区

野
本

勝
子

足
立
区

田
上

富
朗

江
東
区

須
賀

幸
子

目
黒
区

村
上

す

子

大
田
区

足
利

稔

中
野
区

村
井

知
賀
子

中
野
区

高
橋

ツ
ネ

杉
並
区

米
澤

精
子

杉
並
区

仙
波

よ
う
子

杉
並
区

井
藤

茂

北
区

遠
藤

信
也

荒
川
区

三
輪

勲

荒
川
区

上
村

公
江

板
橋
区

梅
村

善
広

足
立
区

工
藤

信
子

足
立
区
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佐
藤

精
武

葛
飾
区

森

明
代

町
田
市

津
田

美
樹
子

清
瀬
市

千
々
和

正
江

東
久
留
米
市

令
和
４
年
度
消
防
設
備
士
講
習
（
追
加
）
の
実
施
に

つ
い
て

消
防
法
（
昭
和
２３年

法
律
第
１８６号

）
第
１７条

の
１０に

規
定
す
る

消
防
設
備
士
講
習
を
次
の
と
お
り
行
う
。

令
和
４
年
１１月

２１日東
京
都
知
事

小
池

百
合
子

１
実
施
場
所
、
区
分
及
び
実
施
日

東
京
消
防
庁
消
防
技
術
試
験
講
習
場

千
代
田
区
外
神
田
四
丁
目
１４番

４
号

区
分

実
施

日

消
火
設
備

甲
種
第
１
類

甲
種
第
２
類

甲
種
第
３
類

乙
種
第
１
類

乙
種
第
２
類

乙
種
第
３
類

令
和
５
年
１
月

５
日

同
年

３
月

２３日

警
報
設
備

甲
種
第
４
類

乙
種
第
４
類

乙
種
第
７
類

令
和
５
年
３
月

２７日

避
難
設
備

・
消
火
器

甲
種
第
５
類

乙
種
第
５
類

乙
種
第
６
類

令
和
５
年
１
月

２７日

同
年

２
月

６
日

２
受
講
申
請
の
受
付
場
所
、
受
付
時
間
及
び
受
付
期
間

⑴
受
付
場
所

都
内
（
稲
城
市
及
び
島
し
ょ
地
域
を
除
く
。
）
の
各
消
防
署
、

消
防
分
署
及
び
消
防
出
張
所

⑵
受
付
時
間

午
前
８
時
３０分

か
ら
午
後
４
時
３０分

ま
で

⑶
受
付
期
間

令
和
４
年
１１月

２１日
（
月
曜
日
）
か
ら
各
講
習
日
の
７
日
前

ま
で
（
東
京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都
条

例
第
１０号

）
に
定
め
る
休
日
（
以
下
「
休
日
」
と
い
う
。
）
を

除
く
。
各
講
習
日
の
受
付
期
間
の
最
終
日
が
休
日
の
場
合
は
、

直
後
の
休
日
以
外
の
日
ま
で
）

な
お
、
各
講
習
の
受
講
申
請
者
が
定
員
に
達
し
た
場
合
は
、

締
め
切
る
も
の
と
す
る
。

３
問
合
せ
先

⑴
都
内
（
稲
城
市
及
び
島
し
ょ
地
域
を
除
く
。
）
の
各
消
防
署
、

消
防
分
署
及
び
消
防
出
張
所

⑵
東
京
消
防
庁
予
防
部
防
火
管
理
課
試
験
講
習
係
（
電
話
０３―

３２５５―２９４５）
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